
令和８年第１回にかほ市教育委員会 定例会 

 

 

                       日 時 令和８年１月３０日（金） 

                  午後１時３０分～ 

場 所 金浦公民館 軽運動室 

 

議 事 日 程 

 

第 １  会議録署名委員の指名 

第 ２  報告第１号 国指定文化財（重要無形民俗文化財）の指定について 

第 ３  議案第１号 臨時代理の報告及び承認について 

第 ４  議案第２号 令和８年度夏季・冬季休業中の学校閉庁日について 

第 ５  議案第３号 にかほ市教育委員会表彰について  

第 ６  報告 
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令和 8年第 1回にかほ市教育委員会会議録 

 

１．期  日   令和 8年 1月 30 日 金曜日 

２．場  所   金浦公民館 軽運動室 

３．開  会   午後 1 時 30 分 

４．閉  会   午後  2 時 26 分 

 

５．出席委員   教育長  小 園  敦 

         委 員  佐 藤  緑 

委 員  佐 藤 道 彦 

 

６．説明のための出席者 

教 育 次 長   佐 藤 喜 仁 

教育総務課長   山 田   高 

学校教育課長   菊 地   良 

生涯学習課長   鈴 木 直 子 

仁賀保公民館長   佐々木  美 和 

象潟公民館長   村 上 裕 子 

仁賀保勤労青少年ホーム館長      齊  藤 浩 司 

フェライト子ども科学館長   鎌 田 昭 義 

白瀬南極探検隊記念館長   小 森 俊 英 

文化財保護課長   佐々木 真紀子 

          

７．書  記   教育総務課副主幹   加 賀 真珠美 

 

８．会議に付した議案 

報告第 1号 国指定文化財（重要無形民俗文化財）の指定について 

議案第 1号 臨時代理の報告及び承認について 

議案第 2号 令和 8年度夏季・冬季休業中の学校閉庁日について 

議案第 3号 にかほ市教育委員会表彰について 

 

９．可 決 し た 議 案 

議案第 1号 臨時代理の報告及び承認について 

議案第 2号 令和 8年度夏季・冬季休業中の学校閉庁日について 

議案第 3号 にかほ市教育委員会表彰について 

 

 



2 

 

１０．その他の確認事項 

    （１）令和 8 年第 2 回教育委員会は令和 8 年 2 月 16 日（月）午後 1 時 30 分か

ら、令和 8年第 3回教育委員会を 2月 27 日（金）午後 1時 30 分から金浦

公民館で開催することにした。 

 

１１．会議の要旨 

 

             【開会 午後１時 30 分】 

 

【教育長】 

これから令和 8 年第 1 回にかほ市教育委員会を開会いたします。本日は伊藤委員と小

松委員から欠席の連絡がございましたが、出席委員は 3 名でありますので会議は成立し

ます。 

議事日程の第 1「会議録署名委員の指名」を行います。委員には、佐藤緑委員と佐藤道

彦委員にお願いいたします。書記には、事務局の加賀副主幹を指名いたします。 

議事日程の第 2「報告第 1 号 国指定文化財（重要無形民俗文化財）の指定について」

を議題といたします。文化財保護課長から説明をお願いします。 

 

【文化財保護課長】 

 「報告第 1号 国指定文化財（重要無形民俗文化財）の指定について」ご報告いたしま

す。最初の一文を読み上げさせていただきます。「令和 8 年 1 月 23 日に開催された文化

庁文化審議会文化財分科会の審議、議決を経て、文部科学大臣に答申がなされ、官報告示

により次のとおり新たに国指定重要無形民俗文化財に指定されるので報告する。」 

内容について申し上げます。にかほ市と由利本荘市にまたがる伝統芸能「鳥海山北麓獅

子舞番楽」が国の重要無形民俗文化財に指定される見込みとなりました。これまでの経緯

を申し上げます。平成 24 年に、国の記録選択等の措置を講ずべき無形の民俗文化財に選

択されたことを皮切りに、足掛け 10 数年にわたり取り組んできた保存活動の集大成とな

ります。平成 27年度から平成 30年度にかけて、由利本荘市の坂之下、屋敷、濁川の 3団

体、本市の伊勢居地、釜ヶ台、冬師、小滝、横岡の 5団体を含む対象地域で映像、写真、

文献による詳細な学術調査を完了させました。そして令和 5 年度から令和 6 年度にかけ

て行われた文化庁による現地視察では、本地域の芸能の独自性と長年守り続けてきた継

承体制が改めて高く評価されています。今後のスケジュールですが、現在は指定に向けた

最終段階となっております。令和 7年 12 月 19 日、文化審議会文化財分科会に諮問され、

令和 8 年 1 月 23 日、文化審議会文化財分科会 審議、議決が行われております。令和 8

年 3月頃に官報告示を経て指定となる予定です。 

今後にかほ市では、令和 8 年度伝承芸能祭において国指定記念イベントとして今回指

定された 8番楽団体で展開を予定しております。 

 



3 

 

 

【教育長】 

 報告第 1号について、質問等ございませんか。 

 私から質問です。県とにかほ市、国指定文化財はそれぞれ何団体ありますか。 

 

【文化財保護課長】 

 県では 18 件、にかほ市では 3 団体です。直近で、県内では 2014 年に花輪ばやしが指

定されています。にかほ市では 2004 年に小滝のチョウクライロ舞が指定されています。 

 

【教育長】 

 チョウクライロ舞の指定から 20年以上経過して、新たに価値のあるものが本市に生ま

れた。にかほ市だけではなく、由利本荘市との計 8 団体の広域における指定だというこ

とは、文化財としての価値のほかに、広域の地域活性化にもつながる価値を持っていると

考えています。今の段階で課長の展望を聞かせてください。 

 

【文化財保護課長】 

 由利本荘市では指定に先立って、坂之下番楽、屋敷番楽の 2 団体で国指定イベントを

行います。私たちとしましては、来年度の伝承芸能祭において、計 8団体でイベントを行

っていきます。私見ではありますが、由利本荘市には民族芸能伝承館「まいーれ」という

施設があります。そちらで開催されている定期公演に、本市の番楽と由利本荘市の番楽と

織り交ぜて展開していただけたらな、という考えもありますので、今後働きかけを検討し

たいと思います。 

 

【佐藤道彦委員】 

 今回、文化財に指定していただくことは、先人から代々受け継がれてきた大変価値のあ

るものだと思っています。一方で、指定されたことで必ず守らなければいけないルール

や、例えば後継者がいなくなった際に守ることが出来なくなったら取り消しになってし

まうといったルールはあるのでしょうか。 

 

【文化財保護課長】 

 国指定を目指す段階で、各保存団体を作りました。その際に、年会費や年間の公演回数

といった厳しい条件を敢えて入れませんでした。それが縛りになってしまい、存続が難し

くなっては本末転倒ですので、まずは存続させることを第一に考えた協議会を立ち上げ

ています。国も後継者不足で文化財がなくなることを非常に憂いており、維持のための補

助金制度も用意されています。事業費 100 万円以上であれば、2分の 1を補助してくれま

すが、残りの半分は団体側で確保しなければならず、どこまで対応できるかという難しい

側面も正直ございます。ゆえに、まずは団体の維持と意識の向上を大前提と考えていま

す。保存の形についても、例えば、これまでは男性しか舞えなかったものを女性も舞える
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ようにしたり、笛の演奏者を他地域の方に助けていただいたりと、少しずつ形を変えなが

ら繋いでいるところです。こうした新しい機運を逃さず、市としても後押ししていきたい

と考えております。 

 

【佐藤緑委員】 

 大変嬉しいことですが、後継者の問題がこの後のしかかってくると思います。なんとか

早め早めに体制を整えていただきたいと思います。 

  

【教育長】 

 ありがとうございました。それでは、報告第 1号については、以上となります。 

 次に日程の第 3「議案第 1号 臨時代理の報告及び承認について」を議題といたします。

教育総務課長から説明をお願いします。 

 

【教育総務課長】 

 それでは議案第 1号についてご説明いたします。令和 8年 1月 26 日付けで、にかほ市

教育委員会職員の人事異動が発令されました。内容は議案書に記載のとおり、学校教育課

の専門員が議会事務局に異動という内容でありました。1 月 26 日付けでの発令であった

ため、臨時代理での処理を行っております。議案第 1号の説明は以上となります。 

 

【教育長】 

 議案第 1号について、質問等ございませんか。 

 

（質問なし) 

 

【教育長】 

 議案第 1号については、承認することとしてよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

【教育長】 

 それでは、議案第 1号については、異議無いものと認め、原案のとおり承認することに

決定しました。 

 次に議事日程の第 4「議案第 2号 令和 8年度夏季・冬季休業中の学校閉庁日について」

を議題といたします。学校教育課長から説明をお願いします。 

 

【学校教育課長】 

 「夏季・冬季休業中の学校閉庁日について」であります。令和 8年度は、夏季休業中に

つきましては、8月 10 日（月）、12 日（水）、13 日（木）、14 日（金）の 4日間を、冬季
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休業中につきましては、令和 9年 1月 4日（月）を学校閉庁日としたいというお願いが、

にかほ市校長会からありました。承認をお願いいたします。 

 

【教育長】 

 議案第 2号について、質疑等ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

【教育長】 

 それでは、議案第 2号については、異議ないものと認め、原案のとおり承認することに

決定しました。 

 次に議事日程の第 5「議案第 3号 にかほ市教育委員会表彰について」を議題といたし

ます。教育総務課長から説明をお願いします。 

 

【教育総務課長】 

 議案第 3 号についてご説明いたします。にかほ市教育委員会表彰規則第 3 条の規定に

基づき表彰することについて、教育委員会の同意を得ようとするものです。規則第 3 条

では「学校等の教育文化活動において、全国、東北及び全県等の発表会、コンテスト及び

コンクール等で優秀な成績を修めた児童生徒、有益な調査研究、発明発見又は工夫考案を

した児童生徒を教育委員会で表彰する」と規定されています。学校長からの推薦により、

今回は個人 13 人と 2 団体 6 人、合わせて 19 人が表彰の対象となっております。詳細な

表彰基準につきましては、議案書に記載しております。令和 7 年度の表彰について、今

後、各学校長から追加の推薦があった場合には、専決処分にて決定し、教育委員会にて報

告する形をとり、できるだけ早く賞状と記念品をお渡しできるよう調整いたします。表彰

については、コロナ禍以降、前年まで各学校の校長室等において教育委員の皆様より賞状

と記念品の盾の贈呈をしていました。昨年の教育委員会におきまして、教育委員の皆様よ

り全校集会などの場面で表彰するほうが賞の重みも出て、子どもたちの張り合いも出る

のではないかという意見をいただきました。今年度につきましては、学校側に今後の全校

集会等の生徒が集まる日程を確認し、教育委員の皆様の日程が合うようであれば、コロナ

禍前のような全校生徒が集まる場において表彰を行う方向で調整を図りたいと思います。

学校側との調整後、教育委員の皆様には再度連絡をさせていただきます。よろしくお願い

いたします。議案第 3号の説明は以上となります。 

 

【教育長】 

 議案第 3号について、質疑、意見等ありませんか。 

 

（なしの声） 

 



6 

 

【教育長】 

 それでは、議案第 3号については、異議無いものと認め、原案のとおり承認することに

決定しました。 

 次に日程第 6「報告」に入ります。教育総務課長から順次、報告をお願いします。 

（教育総務課長から順次、報告） 

 

【教育長】 

 ただいま各課等から「報告」がありましたが、確認したいことや詳しく聞いてみたいこ

となどございませんか。 

 

【佐藤緑委員】 

 インフルエンザが流行っていると聞いています。各校が対策を取られていると思いま

すが、状況はいかがでしょうか。 

 

【学校教育課長】 

 現在のところ、にかほ市内では学級、学年閉鎖までの対応とはなっていません。マスク

やうがい、手洗い等基本的なところで予防を行っていきたいと思います。 

 

【佐藤緑委員】 

 最近、複数の目でチェックする、いわゆるダブルチェックが形骸化してしまって、それ

が大きな問題に繋がっているというニュースを目にします。職員の皆さんはそれぞれ、資

料作成や連絡調整など、日々さまざまな業務に携わっていると思いますが、どうかチーム

で仕事をしているという意識、そして一人ひとりが責任を持って取り組む、という意識を

改めて持っていただきたいと思います。それが仕事をしていくうえで、何より必要なこと

だと思います。どうぞよろしくお願い致します。 

 

【教育長】 

 それでは、私から報告をさせていただきます。 

（教育長から報告） 

 

【教育長】 

 以上で、全ての審議が終わりましたが、最後に委員の皆様から何かございましたらお願

い致します。 

 

（なしの声） 

 

【教育長】 

 それでは他にないようですので、次回の教育委員会の開催について、2月 16 日（月） 
































